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高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出に伴う対応について（通知）

令和６年11月８日に鹿児島大学が実施した野鳥のねぐら水（出水市荒崎及び東干拓地）

のウイルス分離検査により，高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１亜型）が確認

されました。

ついては，下記により適切な対応をお願いします。

記

１ 手洗い，うがいの励行

研修生に対し，日頃から，手洗い，うがいなど一般的な予防対策を徹底させること。

２ 研修生や職員等に対する野鳥への対応等の周知徹底等

⑴ 野鳥が死んでいる場合は，手で触れないこと。同じ場所で野鳥の大量死亡及び原因

が分からないまま連続して死んでいる場合は，直ちに最寄りの県地域振興局・支所林

務水産課，市町村の鳥獣保護担当課，県社会教育課等へ連絡すること。

⑵ 野鳥にはなるべく近づかないこと。近づいた場合や野鳥などの排泄物等に触れた場

合には，手をきちんと洗い，うがいをすること。

⑶ 不必要に野鳥を追い立てたり，捕まえようとしないこと。

※ 環境省作成の「野鳥との接し方について（別添）」を参考にしてください。
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